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No. 資料 ご確認事項 補足説明 説明資料

1

資料3
「クラス１機器の
応力腐食割れ対
策に関する説明

書」

全層Tigは事例規格から直接読めないと考えている。記載するの
であれば、規格要求以上のことをやるということの明記が必要。記
載について検討すること。

全層Tigは事例規格から直接読めないため、本記載は削除することにします。 －

2 補足説明資料
本工事発注後、大飯３号事象が発生した時系列と思うが、四電と
して大飯事象の対応を決めたQMS上のプロセスを補足説明資料
で説明すること。

本工事は大飯３号事象前に発注していた工事であったため、本工事の調達管理として、全層Ｔigや加工硬化の低減が
図れる加工方法を適用する計画となっていることを確認しております。
また、伊方３号機全体の対応として、大飯３号公開会合で示された水平展開箇所選定フローを踏まえ、超音波探傷検
査を実施することとしております。
上記の内容について、概要資料及び補足説明資料に反映します。

概要資料
補足説明資料

3 補足説明資料
既設との取り合い部（管台側、配管側）の寸法、穴の補強に影響
がない事、UTプローブによる検査性に問題ない事を説明するこ
と。

既設との取り合い部に関する情報を補足説明資料に追加します。 補足説明資料

4 補足説明資料
芯金なし加工は事例規格における、応力、材料、いずれの改善に
対応するのか説明すること。

4/12面談において、「強表面加工の回避」に分類されると回答しましたが、芯金なし加工の曲げ管を採用することは「設
計」の段階で決まるものであるため、「冷間加工低減設計」に分類されるものとして整理することとしました。
上記の内容について、概要資料及び補足説明資料に反映します。

概要資料
補足説明資料

5 補足説明資料

適用技術基準条文の整理について、例えば、11条火災は発生防
止として不燃材を用いる要求があるが、今回の配管取替では適用
とならないのか。凡例の記載修正等、審査対象要否判断の考え
方を充実させること。

審査対象要否判断のうち、工事の内容に関係あるか否かについては、設計及び工事計画書への影響有無も考慮して
判断することとしております。
11条のように、工事計画書において防護設計を説明しており、個別機器ごとの具体的な評価までは説明していない条
文は、既設設備の取替であって、既工事計画書における防護設計に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、審査対
象条文外としております。
審査対象要否判断の考え方について補足説明資料に追加します。

補足説明資料

6
資料6

「強度に関する説
明書」

LBBが、運転状態Ⅲでも適用されているように読めるが、運転状
態Ⅳの一次冷却材喪失事故に適用しているということであれば、
記載を検討すること。

Ⅲ-a 1次冷却材細管破断事故は、LBB評価を適用していません。
ＬＢＢ適用前の「III-a 1次冷却系細管破断事故」、｢IV-a　1次冷却材喪失事故｣の想定は以下のとおりであり、ＬＢＢ概念
はIV-aの１Ｂを超える配管の破断又は漏えいの判断に適用しています。

　<ＬＢＢ適用前>
III-a 1次冷却系細管破断事故　：　口径１Ｂ相当以下の面積の破断を想定

　　　　IV-a　1次冷却材喪失事故　　　：　口径１Ｂを超える面積の破断を想定
なお、プラント設計条件（設計過渡条件や強度計算条件）として、「III-a １次冷却系細管破断事故」は1B配管破断を想
定することを定めているものであり、開口面積が1B配管破断相当以下の場合はIII-a、1B配管破断相当を超える場合は
IV-aとしています（別紙-１参照）。
また、III-a事象にLBBを適用しているわけではありませんので、資6-2-54の記載を見直します。

別紙-１

（1/2）

10016264
テキストボックス
資料１
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7
資料5

「耐震性に関する
説明書」

耐震計算書の結果は、再稼働時は、代表で説明していたと認識し
ているが、今回の届出対象は同じ代表のものか？
また、耐震計算書のFRS等について、今回の届出は再稼働工認
を読み込みに行くことは出来ないか、検討すること。

耐震計算書の結果について、再稼働工認（平成28年3月23日付け原規規発第1603231号 にて認可）においては代表箇
所で結果をお示ししていたが、今回の届出対象配管は再稼働工認の代表箇所とは異なっており、配管取替工事の届出
としては、既届出の実績どおり、耐震計算結果をお示しすることが適切であると考えております。（参考として、再稼働工
認において代表箇所で示した評価範囲の図及び結果を別紙-２に示す。）

また、耐震計算書の記載内容について、全体的な方針については再稼働工認を引用しておりますが、配管取替工事の
届出に関わる評価方法や許容限界等の各論については、既届出の実績どおり、改めてお示しすることが適切であると
考えております。
例えば、FRSであれば、再稼働工認では単独質点のグラフが載っているだけですが、今回の配管取替工事の届出にお
いては、複数質点に係る配管であり、複数質点の包絡FRSを使用しており、包絡性を確認するために、FRSをお示しして
おります。

別紙-２

8 -
今回の取替箇所について、溶存酸素の低減が図れる箇所なの
か。

今回の取替箇所は、プラント起動前の余熱除去系統運転時において溶存酸素濃度を低く管理しておりますが、原子炉
冷却材圧力バウンダリ範囲の配管であり、万一割れが発生した場合に影響が大きいため念のため取替えを行うもので
す。
上記内容について補足説明資料に追加します。

補足説明資料

以下余白
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10016141
タイプライターテキスト
平成28年3月23日付け原規規発第1603231号 にて認可された工事計画の資料13-17-3-22「原子炉冷却系統施設の配管の耐震計算書」抜粋

10016264
テキストボックス
別紙ー２








